
令和７年度 安全管理指導者研修会

解説資料

「学校安全に関する

取組の推進について」

日時：令和７年５月１日（木）
主催：秋田県教育委員会
担当：保健体育課

   防災教育・安全チーム



１ 「学校事故対応に関する指針」の改訂に
基づく報告について

２ 秋田県 学校における熱中症対策ガイド
ラインについて

３ 「学校安全の推進に関する有識者会議」
審議のまとめについて



学校事故対応に関する指針 改訂の流れ

平成２８年３月 「学校事故対応に関する指針」

令和４年３月２５日 閣議決定
「第３次学校安全の推進に関する計画」

令和６年３月２６日
「学校事故対応に関する指針」【改訂版】

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/guideline-jikotaiou/index.html

実効性を高める
ための検討

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/guideline-jikotaiou/index.html
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/guideline-jikotaiou/index.html


学校事故対応に関する指針【改訂版】

２．事故発生の未然防止

３．事故発生に備えた事前の取組等

４．事故発生後の対応の流れ

５．調査の実施（基本調査・詳細調査）

６．再発防止策の策定・実施

７．被害児童生徒等の保護者への支援

参考資料・参考様式

１．本指針の目的・対象・構成



学校事故対応に関する指針【改訂版】

（目的） ※Ｐ３に記載
本指針は、学校の管理下における事故の未然防

止を図るとともに、事故が発生した際、

・児童生徒等の生命と健康を最優先に迅速かつ適
切な対処を行うこと

・児童生徒等に対する心のケアや保護者への十分
な説明を行うこと

・再発防止などの取組を行うこと



学校事故対応に関する指針【改訂版】

（対象） ※Ｐ３に記載
本指針の対象とする「事故」は、原則として、

学校管理下（本指針においては登下校中に発生し
た事故もその対象に含む）で発生した事故とする。
以下に示す事案についてはそれぞれの指針に従っ
て対応する。

・幼稚園及び認定こども園における事故
・いじめの重大事案
・児童生徒等の自殺
・学校給食における食物アレルギー事故



学校事故対応に関する指針【改訂版】

○各項目に関して、それぞ
れの立場で取り組むべき
対応を記載

学 校

学校の設置者

都道府県等担当課



学校事故対応に関する指針【改訂版】

２．事故発生の未然防止

３．事故発生に備えた事前の取組等

４．事故発生後の対応の流れ

５．調査の実施（基本調査・詳細調査）

６．再発防止策の策定・実施

７．被害児童生徒等の保護者への支援

８．参考資料・参考様式

１．本指針の目的・対象・構成



死亡見舞金の給付状況（令和５年度）

校種

死因別

保 小 中 高 高専 特高 計

突然死 ５ ３ ３ １ １２

全身打撲 １ １ ３ ５

窒息死
（溺死以外）

２ １ ５ １ ９

溺死 １ １

頭部外傷 １ ４ １ ６

内臓損傷 １ １ ２

熱中症 １ １

計 ２ ８ １５ ６ ３ ２ ３６

独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付 Web 学校等事故事例検索データベースURL
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/anzen_school/tabid/822/Default.aspx

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/anzen_school/tabid/822/Default.aspx


学校事故対応に関する指針【改訂版】

子どもが急に倒れた場合、どのよ
うな対応が必要になりますか？
・倒れた子どもの手当て（生命と健康）
・１１９番通報
・救急車の誘導と救急車への帯同
・他の子どもたちへの対応
・管理職への報告
・保護者への連絡
・学校の設置者への報告 などなど

瞬時の判断・対応が求められる！



○ 救急車を手配するための119番は通報者を限定する必要が
なく、例えば「原則として管理職が１１９番通報を行う」といった
取扱いとなっている場合には,その取扱いを見直すことも検討
すべきであり,第一発見者をはじめ誰でも即座に通報できるよ
うにする。

○ 119番通報は傷病者の状況を伝え通信指令員からの口頭指   
導を受けるため事故現場から直ちに行う。その際電話を切らず
に,スピーカー機能があれば切り替え，両手を自由にして心肺
蘇生を行うとともに、通信指令員の指示を応援のメンバーと共
有しながら対処する。そのため、複数の教職員等で対応するこ
とが必要である。

４－１事故発生直後の取組 （１）応急手当の実施 Ｐ１4

学校事故対応に関する指針【改訂版】



4 事故発生後の対応の流れ（P1４～）

4－２初期対応時（事故発生直後から１週間程度）

（３） 学校の設置者等への報告，支援要請

（４） 国への一報（県から文科へ）

（５） 基本調査の実施

学校事故対応に関する指針【改訂版】

・
・
・

・
・
・



（３） 学校の設置者等への報告、支援要請

学校事故対応に関する指針【改訂版】

・全ての「学校の管理下において発生した死亡事故」

・治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う   
場合等重篤な事故
（重篤な事故には，治療に要する期間が30日以上  

でなくても意識不明（人工呼吸器を装着，ICUに 
入る等）の場合や，身体の欠損（歯を含む）・身体
機能の喪失を伴う事故等を含む。）



（５） 基本調査の実施

学校事故対応に関する指針【改訂版】

・全ての「学校の管理下において発生した死亡事故」

・被害児童生徒等の保護者の意向も踏まえ，学校の設
置者が必要と判断した「治療に要する期間が３０日以
上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故」
（重篤な事故には，治療に要する期間が30日以上で
なくても意識不明（人工呼吸器を装着，ICUに入る
等）の場合や，身体の欠損（歯を含む）・ 身体機能の
喪失を伴う事故等を含む。）

※ 学校からの報告を踏まえ、学校の設置者が判断する。
※ 基本調査は，事実関係を整理するためのもの。



学校事故報告の流れ ① 従来の一報と報告書

学校事故対応に関する指針【改訂版】



②  基本調査の実施 基本調査の事故報告様式

学校事故対応に関する指針【改訂版】



基本調査の事故報告様式

学校事故対応に関する指針【改訂版】



基本調査の事故報告様式

学校事故対応に関する指針【改訂版】



１ 「学校事故対応に関する指針」の改訂に
基づく報告について

２ 秋田県 学校における熱中症対策ガイド
ラインについて

３ 「学校安全の推進に関する有識者会議」
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秋田県
学校における熱中症ガイドライン



秋田県
学校における熱中症ガイドライン

重症度 症 状

Ⅰ度

軽症

めまい、立ちくらみ
生あくび、大量の発汗
筋肉痛
筋肉の硬直（こむら返り）

Ⅱ度

中等症

頭痛、吐き気
体がだるい（倦怠感）
虚脱感
集中力や判断力の低下

Ⅲ度

重症

意識がない、けいれん
高い体温
応答が鈍い
まっすぐ歩けない
走れない

重症度 症 状

Ⅰ度

軽症

めまい、立ちくらみ
生あくび、大量の発汗
筋肉痛
筋肉の硬直（こむら返り）

Ⅱ度

軽症

頭痛、吐き気
体がだるい（倦怠感）
虚脱感
集中力や判断力の低下

Ⅲ度

重症

意識がない、けいれん
高い体温
応答が鈍い
まっすぐ歩けない
走れない

Ⅳ度
重症

※深部体温が４０度以上

１ 熱中症について （３）熱中症の症状と重症度分類

（一社）日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン」を
もとに作成（左：2015版／右：2024版）



秋田県
学校における熱中症ガイドライン



秋田県
学校における熱中症ガイドライン

２ 熱中症の予防措置 （２）基本的な予防措置

① 教職員への啓発
熱中症予防についてのマニュアルを作成し、全教職員で共通理解を図る。

② 児童生徒等への指導
学級担任は、児童生徒等が自ら熱中症の危険を予測し、安全確保の行動をとること
ができるように指導する。

③ 各学校施設の実情に応じた対策
普通教室や特別教室、体育館等、場所により空調の整備状況や風通し等に差があ
ることも考慮し、対策を講じる。

④ 体調不良を受け入れる雰囲気作り
気兼ねなく体調が悪いことを言えたり、仲間の体調変化に気付き、知らせたりするこ
とができる環境を整える。

⑤ 情報収集と共有
情報収集の手段及び全教職員への伝達方法を整備する。



秋田県
学校における熱中症ガイドライン

２ 熱中症の予防措置 （２）基本的な予防措置

⑥ 暑さ指数（ＷＢＧＴ）を基準とした運動・行動指針の設定
暑さ指数ごとの運動・行動指針を定めておく。

⑦ 暑さ指数（ＷＢＧＴ）の把握と共有
暑さ指数の測定場所、測定のタイミング、記録及び伝達などの体制を整えておく。
また、暑さ指数の情報は児童生徒等も含め学校全体で共有する。

⑧ 日々の熱中症対策のための体制整備
設定した指針に基づき、運動や各種行事の内容変更や中止・延期を、誰がどのタイ
ミングで判断し、どう伝達するかなどの体制を整備する。

⑨ 保護者等への情報提供
熱中症対策に係る保護者等の理解醸成のため、暑さ指数（ＷＢＧＴ）に基づく運動
等の指針、熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラート発表時の対応も保護
者等と共有しておく。



秋田県
学校における熱中症ガイドライン

３ 熱中症発生時の対応 （３）校内救急連絡体制の例（フロー図）



秋田県
学校における熱中症ガイドライン

参考文献

・学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き（令和６年４月追補版）
https://www.mext.go.jp/content/20240501-mxt_kyousei01-000035780_10.pdf

・学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドライン
  https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/kikikanri/kikikanri-all.pdf

・熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.jp/

https://www.mext.go.jp/content/20240501-mxt_kyousei01-000035780_10.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/kikikanri/kikikanri-all.pdf
https://www.wbgt.env.go.jp/


秋田県
学校における熱中症ガイドライン

令和６年度「秋田県学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査」（教育庁保健体育課）

危機管理マニュアルへの記載（令和５年度実績）
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ラインについて
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「学校安全の推進に関する有識者会議」
審議のまとめについて

「学校安全の推進に関する組織体制の整備と地域等と
の連携について～複雑化・多様化する課題に対応する
ための、実効的・持続的で安全・安心な学校作りに向
けて～」審議のまとめの解説動画（１５分程度）
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